
秘密保全法の上程に反対する請願書
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安倍晋三 殿

政府は、国にかかわる広範な情報を「特別秘密」として管理し、秘密を漏らしたものを処

罰する秘密保全法の国会上程を狙っています。

「特別秘密」とされる情報は、防衛や外交、「公共の安全及び秩序の維持」に関するもので、

そこには基地問題や海外派兵に加え、ＴＰＰや原発問題などの情報も含まれることになり、

国民にとって重要な情報が隠されてしまうことになります。

戦前、軍機保護法や国防保安法、治安維持法によって、国の情報が国民の目から隠され、

統制されるもとで、日本が侵略戦争に突き進んでいった苦い経験があります。その反省のう

えに、戦後、日本国憲法は、表現の自由、「知る権利」を保障しました。くわえて、１９９９

年には、国の情報を国民に広く知らせるべく、情報公開法が制定されました。今回の秘密保

全法は、憲法９条の平和主義、２１条などの基本的人権の理念に著しく反し、情報公開の流

れに逆行するものです。

また、「特別秘密」の漏えいを防止するとの理由で、情報を扱う者（公務員、関連企業・研

究機関で働く労働者など）について、その思想信条やプライバシーを調査し、選別するとし

ています。漏えいした者には、重罰（最高刑・懲役１０年）が科せられ、取材活動や情報公

開を求める活動なども処罰の対象とされます。

制定の狙いは、アメリカと一体化した軍事行動、戦争をするための情報管理であり、原発

の「安全神話」を吹聴し、原発の危険性を覆い隠し、結果として大事故をひきおこしたよう

に、国民に真実を知らせないことにあります。また、正義と真実をかかげてたたかう国民の

要求運動を抑圧する弾圧法規でもあります。よって、以下のとおり請願します。

【請願内容】

秘密保全法の国会上程をおこなわないこと。
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